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電波監理審議会（第９５５回）議事要旨 
 

１ 日 時 

  平成２２年７月１４日（水）１５：００～ 

 
２ 場 所 

  総務省会議室（１０階１００２会議室） 

 

３ 出席者（敬称略） 

(1) 電波監理審議会委員 

原島 博（会長）、小舘 香椎子（会長代理）、松崎 陽子、山田 攝子、山本 隆司 

(2) 電波監理審議会審理官 

中道 正仁 

(3) 幹事 

中村 伸之（総合通信基盤局総務課課長補佐） 

(4) 総務省 

桜井総合通信基盤局長、吉田電波部長、山川情報流通行政局長、久保田官房審議官他 

 

４ 議 事 模 様 

(1) 電波法施行規則、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の

各一部を改正する省令案並びに周波数割当計画の一部変更案について 

   （２２．５．１９諮問第２１号及び第２２号） 

デジタルコードレス電話の新方式導入に伴う標記省令案等について、意見の聴取の手続

を主宰した審理官から提出された意見書（参照：第４７６回電波監理審議会意見の聴取意

見書）及び調書に基づき審議した結果、適当であると認め、答申した。 

 

(2) 無線設備規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令案について （諮問第２７号） 

マイクロ波帯ＵＷＢ（超広帯域）無線システムに関する制度整備について、次のとおり総務省

から説明があった。 

なお、本件については、電波法第９９条の１２第１項により意見の聴取が義務付けられて

おり、意見の聴取の手続を主宰する審理官として中道正仁を指名した。 

 ア 総務省の説明 
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ＵＷＢシステムとは、非常に幅広い帯域にエネルギーを分散させて行う無線方式によって、

高速通信を実現しつつ、それぞれの周波数帯の中では非常に電力が小さいことから他の無線シ

ステムと共存しやすい特徴を持っている。 

ＵＷＢシステムは、現在、通信用途のものは、３.４ＧＨｚから１０．２５ＧＨｚまでの周

波数を使用し、パソコン、テレビや映像機器等を無線で接続するものであるが、平成１８年に

電波監理審議会への諮問、答申を経て、同年８月に制度化を行った。また、レーダー用途のも

のは、準ミリ波帯を使用し、車等に設置して建物や他の車を識別し、衝突防止等のために使用

されており、平成２２年２月３日に電波監理審議会からの答申を得て、同年４月に公布、施行

している。 

通信用途のＵＷＢシステムは、３.４ＧＨｚから１０.２５ＧＨｚまでのうち３.４ＧＨｚか

ら４.８ＧＨｚまで（ローバンド）と７.２５ＧＨｚから１０.２５ＧＨｚまで（ハイバンド）

に分け、ローバンドにおいては、将来的に第４世代携帯電話等での利用を想定していることか

ら、干渉を軽減する機能を具備することで導入したが、このうち４.２ＧＨｚから４.８ＧＨｚ

までの周波数帯を使用する場合には、期限付きで干渉軽減機能を具備しなくてもいいとしてい

たものである。 

当該期限として平成１８年に制度化した際には、平成２０年１２月末としていたが、現在

は、２年期限を延長し、平成２２年１２月末としているところである。 

今般、第４世代携帯電話について、平成２４年にＩＴＵ－Ｒにおいて勧告化がなされ、そ

の後、実用化に向けた議論がされることから、本件により当該期限を３年延長して、平成２５

年１２月末までとするものである。また併せて、当該期限が過ぎた後、期限の日までに技術基

準適合証明又は工事設計認証を取得した無線設備については、期限後も有効とするための経過

措置を規定するものである。 

 

(3) 平成２１年度電波の利用状況調査の評価について            （諮問第２８号） 

平成２１年度に実施した３．４ＧＨｚを超える周波数帯の利用状況調査に基づく電波の有

効利用の程度の評価について、総務省から次のとおり説明があり、審議の結果、適当である

旨答申した。 

 ア 総務省の説明 

電波の利用状況調査とは、電波法の規定に基づき、３,０００ＧＨｚ以下の周波数を３年周

期で、３つのブロックに分けて行っているものであるが、平成２１年度は３．４ＧＨｚを超え

る周波数帯を対象に無線局に係る免許人数、無線局の状況等の調査に加え、主要な免許人に対

して利用実態、今後の動向等の調査を行ったものであり、本件はその調査結果を評価するもの

である。 
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まず、調査結果として、３．４ＧＨｚを超える周波数全体としては、主に船舶無線航行レー

ダー等に使用されているが、３．４ＧＨｚ超４．４ＧＨｚ以下においては、第４世代携帯電話

を将来的に導入するために現在使用している無線局は移行を行っているところであり、減少傾

向にある。 

４．４ＧＨｚ超５．８５ＧＨｚ以下においては、５ＧＨｚ帯無線ＬＡＮシステムが増加して

いることから、現在５ＧＨｚ帯気象レーダーは、使用周波数帯幅を圧縮するための周波数移行

が行われている。 

５．８５ＧＨｚ超８．５ＧＨｚ以下においては、第４世代携帯電話を導入することにより移

行が進められている固定局の移行先となっている。 

８.５ＧＨｚ超１０.２５ＧＨｚ以下においては、船舶用レーダーが多く使用されており、１

０.２５ＧＨｚを超え１３.２５ＧＨｚ以上においては、固定局、公共用や放送用のマイクロ回

線、センサー等で利用されている。 

１３.２５ＧＨｚ超２１.２ＧＨｚ以下においては、衛星通信にしようされており、２１.２

ＧＨｚ超２３.６ＧＨｚ以下においては、２２ＧＨｚ帯加入者無線システムとして、広帯域の

ビル間を結ぶ無線通信システム等で利用されている。 

２３.６ＧＨｚ超３６ＧＨｚ以下においては、レーダーや２６ＧＨｚ帯の無線アクセスシス

テムに利用されており、３６ＧＨｚを超えるものにおいては、衝突防止用のレーダーの数が増

えている。 

このような利用状況の調査を踏まえ、評価として、１点目は、第４世代移動通信システムを

将来導入するため、３.４ＧＨｚを超える周波数帯等に関し、移行期限を平成２４年としてい

るものは使用期限までに移行を進め、定めていない放送事業用（３．４ＧＨｚ）のものについ

ては最長で平成３４年までとすることが適当である。 

２点目、５ＧＨｚ帯の無線ＬＡＮシステムの需要の拡大に伴い、気象レーダーや空港気象レ

ーダーの周波数帯幅を１００ＭＨｚから４５ＭＨｚへ圧縮するための周波数移行を行ってい

るが、引き続き周波数の有効利用を図ることが適当である。 

３点目のうち、５ＧＨｚ帯無線アクセスシステムの利用が増大している状況であるが、世界

的には、この周波数帯は航空の無線航行業務（ＭＬＳ）に割り当てられているところであり、

現在、同システムの周波数使用期限を定めている。しかし、我が国においては、ＭＬＳを導入

する見込みがないことから、期限の延長を行うことが適当である。 

６ＧＨｚ帯の電気通信業務用無線システムは、第４世代携帯電話を導入するため、現在の固

定局の移行先の周波数としていることから、電波の有効利用を図ることが適当である。 

３８ＧＨｚ帯の無線アクセス及び４０ＧＨｚ帯ＰＨＳエントランスは、無線局数がゼロであ

ることから、列車用や航空用といった新しいシステムでの利用することとして留保することが
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適当である。 

ミリ波のレーダーが増加していることから、ミリ波帯を利用したシステムの今後の国際標準

化等を踏まえ、新しいシステムの導入の検討することが適当である。 

 イ 主な質疑応答 

  ・ 第４世代携帯電話の導入に向け、３．４ＧＨｚ帯の放送事業用固定局の移行期限を最

長で平成３４年１１月３０日までとするとあるが、第４世代携帯電話の導入状況によ

っては前倒しすることはあるのか、との質問に対し、平成３４年を最長としているが、

３年周期で行う電波の利用状況調査の結果によっては前倒しを含め検討した上で具体

的な期限を定めたい、との回答があった。 

 

(4) 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ所属特定無線局の包括免許について   （諮問第２９号） 

本件は、諮問第３０号と関連する事案であったため、諮問第３０号と一括して総務省の説

明があった 

 

(5) 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ所属特定無線局の包括免許について   （諮問第３０号） 

本件は、諮問第２９号と関連する事案であったため、諮問第２９号と一括して総務省から

次のとおり説明があった。 

 ○ 総務省の説明 

諮問第２９号及び第３０号は、ともに株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモから申請のあった

３．９世代移動通信システム（ＬＴＥ方式）及び第３世代移動通信システムに対応した陸上移

動局の包括免許についてである。 

それぞれの申請内容について、電波法第２７条の４の規定に基づき、周波数の割当てが可能

であること、総務省令で定める特定無線局の開設の根本的基準に合致すること、という審査項

目について申請内容を審査した結果、全ての項目に適合していると認められた。 

なお、特定無線局の開設の根本的基準第２条第２号の規定に基づき、開設無線局数が最大運

用数に達する場合においても、収容可能無線局数から申請者が既に免許を受けている陸上移動

局数を引いた無線局数を下回るかどうかについて審査しているが、諮問第２９号及び第３０号

により申請のあった陸上移動局の合計数においても、下回ることから、問題ないと考えている。 

以上をふまえ、それぞれに付いて免許を与えることとしたく諮問を行うものである。 

 

(6) その他 

日本放送協会平成２１年度収支決算及び業務報告書の概要及び２０７．５ＭＨｚ以上２２２

ＭＨｚ以下の周波数を使用する特定基地局の開設計画の審査状況等について、総務省から報告
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があった。 

 

（文責：電波監理審議会事務局） 


